
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成20年３月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第37号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則

第１条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和58年鳥取県規則第18号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「追加条」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（追加条を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存在する

場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当

該改正後部分を加える。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という。）を当該改正表に

対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可証の交付）

第４条の２ 知事は、法第９条の５第１項の許可をし

たときは、様式第２号の２による許可証を交付する

ものとする。

（一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は

分割の認可証の交付）

第４条の３ 知事は、法第９条の６第１項の認可をし

たときは、様式第２号の３による認可証を交付する

ものとする。

（産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可証の交付）

第15条の５ 知事は、法第15条の４において準用する

法第９条の５第１項の許可をしたときは、様式第10

号の２の５による許可証を交付するものとする。

（産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は

分割の認可証の交付）

第15条の６ 知事は、法第15条の４において準用する

法第９条の６第１項の認可をしたときは、様式第10

号の２の６による認可証を交付するものとする。

（報告の徴収） （報告の徴収）

第16条 法第２条第５項に規定する特別管理産業廃棄 第16条 法第２条第５項に規定する特別管理産業廃棄

物（以下「特別管理産業廃棄物」という。）を排出 物（以下「特別管理産業廃棄物」という。）を排出



する事業場を設置している事業者は、特別管理産業 する事業場を設置している事業者は、特別管理産業

廃棄物管理責任者を置き（事業者が自ら特別管理産 廃棄物管理責任者を置き（事業者が自ら特別管理産

業廃棄物管理責任者となる場合を含む。）、又は変 業廃棄物管理責任者となる場合を含む。）、又は変

更した日から30日以内に、様式第10号の２の７によ 更した日から30日以内に、様式第10号の２の５によ

る報告書を総合事務所長に提出するものとする。 る報告書を総合事務所長に提出するものとする。

２ 法第12条第６項に掲げる事業場を設置している事 ２ 法第12条第６項に掲げる事業場を設置している事

業者は、毎年６月30日までに、その年の３月31日以 業者は、毎年６月30日までに、その年の３月31日以

前の１年間の当該事業場における産業廃棄物の処理 前の１年間の当該事業場における産業廃棄物の処理

（当該事業場内に設置した法第15条第１項に規定す に関し、産業廃棄物の種類ごとに様式第10号の３に

る産業廃棄物処理施設における処理に限る。）に関 よる報告書を総合事務所長に提出するものとする。

し、産業廃棄物の種類ごとに様式第10号の３による

報告書を総合事務所長に提出するものとする。

３ 特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置して ３ 特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置して

いる事業者は、毎年６月30日までに、その年の３月 いる事業者は、毎年６月30日までに、その年の３月

31日以前の１年間の当該事業場における特別管理産 31日以前の１年間の当該事業場における特別管理産

業廃棄物の処理に関し、当該特別管理産業廃棄物の 業廃棄物の処理に関し、当該特別管理産業廃棄物の

種類ごとに様式第10号の４による報告書を総合事務 種類ごとに様式第10号の４による報告書を総合事務

所長に提出するものとする。ただし、他人にその処 所長に提出するものとする。

理を委託する特別管理産業廃棄物については、この

限りでない。

４ 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理 ４ 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理

業者は、毎年６月30日までに、その年の３月31日以 業者は、毎年６月30日までに、その年の３月31日以

前の１年間の当該事業場における産業廃棄物又は特 前の１年間の当該事業場における産業廃棄物又は特

別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、当 別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、当

該産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類ごとに 該産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類ごとに

様式第10号の５による報告書を総合事務所長に提出 様式第10号の５による報告書を総合事務所長に提出

するものとする。ただし、他人に処分を委託する産 するものとする。

業廃棄物又は特別管理産業廃棄物（他人からの委託

により産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分し

た結果生じたものに限る。）であって、その処分に

関し、法第12条の３第６項の報告書を提出するもの

については、この限りでない。

様式第10号の４（第16条関係） 様式第10号の４（第16条関係）

特別管理産業廃棄物処理実績報告書（ 年度） 特別管理産業廃棄物処理実績報告書（ 年度）

年 月 日 年 月 日

職 氏 名 様 職 氏 名 様

報告者 報告者

住所 住所

氏名 ○印 氏名 ○印

（法人にあっては名称及び代表者の （法人にあっては名称及び代表者の

氏名） 氏名）



電話番号 電話番号

年度の特別管理産業廃棄物の処理の実績につい 年度の特別管理産業廃棄物の処理の実績につい

て、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第 て、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第

16条第３項の規定により、次のとおり報告します。 16条第３項の規定により、次のとおり報告します。

略 略

発生 自家処理 発生 自家処理 委託処理

発 発 運搬先 処分場所 処分方法 処分量 発 発 運 処 処 処 許 受託 運搬 受

生 生 生 生 搬 分 分 分 可 者の ・処 託

施 量 施 量 先 場 方 量 番 氏名 分の 量

設 設 所 法 号 又は 別

名称

住所 処分

の方

法

注 １及び２ 略 注 １及び２ 略

３ 氏名を自署する場合には、押印を省略する ３ 報告者が処理を委託した場合は、委託処理

ことができる。 の欄の上段に収集運搬、下段に処分の内容を

記載すること。

様式第10号の５（第16条関係） 様式第10号の５（第16条関係）

その１ 略 その１ 略

その２ その２

（表面） （表面）

産 業 廃 棄 物 産 業 廃 棄 物
の処分実績報告書（ 年度） の処分実績報告書（ 年度）

特別管理産業廃棄物 特別管理産業廃棄物

－中間処分業・最終処分業－ －中間処分業・最終処分業－

年 月 日 年 月 日

職 氏 名 様 職 氏 名 様

報告者 報告者

住所 住所



氏名 ○印 氏名 ○印

（法人にあっては名称及び代表者の （法人にあっては名称及び代表者の

氏名） 氏名）

電話番号 電話番号

年度の産業廃棄物の処理実績について、廃棄 年度の産業廃棄物の処理実績について、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律施行細則第16条第４ 物の処理及び清掃に関する法律施行細則第16条第４

項の規定により、次のとおり報告します。 項の規定により、次のとおり報告します。

略 略

産 委託者(排出 処 分 引き渡した者 産 委託者(排出 処 分 受託者

業 事業者又は 業 事業者又は

廃 処分業者) 廃 処分業者)

棄 棄

物 許 氏 受 処 処 処 氏名又 引 引 物 許 氏 受 処 処 処 許 氏 委 委

・ 可 名 託 分 分 分 は名称 渡 渡 ・ 可 名 託 分 分 分 可 名 託 託

特 番 又 量 方 量 後 内 量 特 番 又 量 方 量 後 番 又 内 量

別 号 は 法 量 容 別 号 は 法 量 号 は 容

管 名 管 名 名

理 称 理 称 称

産 住所 処分場所 住所 産 住所 処分場所 住所

業 業

廃 廃

棄 棄

物 物

の の

種 種

類 類

（裏面） （裏面）

産 委託者(排出 処 分 引き渡した者 産 委託者(排出 処 分 受託者

業 事業者又は 業 事業者又は

廃 処分業者) 廃 処分業者)

棄 棄

物 許 氏 受 処 処 処 氏名又 引 引 物 許 氏 受 処 処 処 許 氏 委 委

・ 可 名 託 分 分 分 は名称 渡 渡 ・ 可 名 託 分 分 分 可 名 託 託

特 番 又 量 方 量 後 内 量 特 番 又 量 方 量 後 番 又 内 量



別 号 は 法 量 容 別 号 は 法 量 号 は 容

管 名 管 名 名

理 称 理 称 称

産 住所 処分場所 住所 産 住所 処分場所 住所

業 業

廃 廃

棄 棄

物 物

の の

種 種

類 類

注 １及び２ 略 注 １及び２ 略

３ 引き渡した者の欄については、他人からの ３ 受託者とは、報告者が処分を委託した者を

委託により産業廃棄物又は特別管理産業廃棄 いい、処分により生じた産業廃棄物の処分を

物を処分した結果生じた有価物を譲渡した者 委託した場合にあってはその空欄に(残)と、

を記載するものとし、廃棄物としてその処分 処分の再委託の場合にあっては(再)と記載す

を委託した者は記載しないこと。 ること。

４ 略 ４ 略

５ 氏名を自署する場合には、押印を省略する

ことができる。

その２別紙 略 その２別紙 略

第２条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を次のように改正する。

様式第２号の次に次の２様式を加える。

様式第２号の２（第４条の２関係）

譲受け
一般廃棄物処理施設 許可証

借受け

年 月 日

住所



氏名

譲受け
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の５第１項の規定により、一般廃棄物処理施設の の許可を受

借受け

けたことを証する。

職氏名 印

許 可 の 年 月 日 年 月 日 許 可 番 号 第 号

譲受け
の相手方の氏名及び住所

借受け

譲 借 一般廃棄物処理施設の設

り り 置場所

受 受

け け 一般廃棄物処理施設の種

る る 類

施

設 設置許可（届出）年月日

及び許可番号

様式第２号の３（第４条の３関係）

合 併
認 可 証

分 割

年 月 日

名称

住所

代表者の氏名

名称

住所

代表者の氏名

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の６第１項の規定により、一般廃棄物処理施設の設置者である法人

合併
の について認可したことを証する。
分割



職氏名 印

認 可 の 年 月 日 年 月 日 認 可 番 号 第 号

設 設 置 場 所

置

し

て 種 類

い

る

施 認可年月日及び認可番号 年 月 日 第 号

設

合併
により当該一般廃棄物処理施設を

分割

承継する法人の名称及び住所並びに

代表者の氏名

合併
の 方 法 及 び 条 件

分割

様式第10号の２の５を様式第10号の２の７とし、様式第10号の２の４の次に次の２様式を加える。

様式第10号の２の５（第15条の５関係）

譲受け
産業廃棄物処理施設 許可証

借受け

年 月 日

住所

氏名

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の４において準用する同法第９条の５第１項の規定により、産業廃

譲受け
棄物処理施設の の許可を受けたことを証する。

借受け

職氏名 印



許 可 の 年 月 日 年 月 日 許 可 番 号 第 号

譲受け
の相手方の氏名及び住所

借受け

譲 借 産業廃棄物処理施設の設

り り 置場所

受 受

け け 産業廃棄物処理施設の種

る る 類

施

設 設置許可（届出）年月日

及び許可番号

様式第10号の２の６（第15条の６関係）

合 併
認 可 証

分 割

年 月 日

名称

住所

代表者の氏名

名称

住所

代表者の氏名

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の４において準用する同法第９条の６第１項の規定により、産業廃

合併
棄物処理施設の設置者である法人の について認可したことを証する。

分割

職氏名 印

認 可 の 年 月 日 年 月 日 認 可 番 号 第 号



設 設 置 場 所

置

し

て 種 類

い

る

施 認可年月日及び認可番号 年 月 日 第 号

設

合併
により当該産業廃棄物処理施設を

分割

承継する法人の名称及び住所並びに

代表者の氏名

合併
の 方 法 及 び 条 件

分割

附 則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。


